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【憲法】  

 

１  いわゆる出会い系サイトの利用により、児童が児童買春、青

少年保護育成条例違反等の犯罪被害にあう事案が急増したこと

が社会問題となっていたことを背景として、インターネット異

性紹介事業を利用して児童を誘因する行為の規制等に関する法

律（以下、「本法」という。）が制定された。  

本法は、インターネット異性紹介事業を定義した上で（２条

２項）、同事業を行おうとする者は事務所の所在地を管轄する都

道府県公安員会に所定の事項を届け出なければならない旨を定

め（７条１項）、その届出をしないで同事業を行った者は６月以

下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する旨を定めている

（３２条１号）。  

２  Ｘは自宅に設置されたサーバコンピュータを利用して。「 A」  

 と称する電子掲示板（以下、「本件サイト」という。）を運営・  

管理していた。  

  Ｘは、互いに認識のない、女性と男性との間での交際を求め  

 る者を対象として、その求めに応じてサービスを提供すること  

を方針として本件サイトを運営しており、本件サイトの掲示板  

には「都内在住の３４歳の主婦です。学生時代のようにドキド

キワクワクする連絡がしてみたいです。メールから始めて、少

しずつ親交が深められればいいなって思ってます。」等の内容の

メッセージが投稿されていた。  

 また、本件サイトでは、その機能上掲示板に書かれた記事に  

対して返信記事を投稿することで、記事の投稿者と電子メール  

の交換を行うことが可能であった。  

  Ｘは、本件サイトを運営するにあたって、県公安員会に届出  

 をしていなかったところ、Ｘの本件サイトの運営行為は本法３  

２条１号、７条１項に該当するとして起訴された。  

 

問  Ｘの立場から憲法に基づく主張を述べた上で、これに対する  

 反論及び関連する判例を踏まえあなた自身の見解を述べなさ  

い。  
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参考条文  

＜インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規

制等に関する法律＞  

第一条  この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児  

童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止す  

るとともに、インターネット異性紹介事業について必要な  

規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の  

利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、  

もって児童の健全な育成に資することを目的とする。  

 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

一  児童  十八歳に満たない者をいう。  

二  インターネット異性紹介事業  異性交際（面識のない異性との

交際をいう。以下同じ。）を希望する者（以下「異性交際希望

者」という。）の求めに応じ、その異性交際に関する情報をイン

ターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて

これに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が

電子メールその他の電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法

律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同

じ。）を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡す

ることができるようにする役務を提供する事業をいう。  

三  インターネット異性紹介事業者  インターネット異性紹介事業

を行う者をいう。  

四  登録誘引情報  

提供機関  第十八条第一項の登録を受けた者をいう。  

              ⋮  
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第七条  インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公

安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠

となる事務所（事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、

以下「事務所」という。）の所在地を管轄する都道府県公安委員会

（以下「公安委員会」という。）に届け出なければならない。この

場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付

しなければならない。  

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名  

二  当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すもの

として使用する呼称（当該呼称が二以上ある場合にあっては、それ

ら全部の呼称）  

三  事業の本拠となる事務所の所在地  

四  事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則

で定めるもの  

五  法人にあっては、その役員の氏名及び住所  

六  第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認

の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委

員会規則で定めるもの  

２  前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹

介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があっ

たときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を

公安委員会（公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更した

ときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会）に

届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公

安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。  

             ⋮  
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第十二条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネ

ット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知

ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する

情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないよ

うにするための措置をとらなければならない。  

２  前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、

その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引

行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため

の措置を講ずるよう努めなければならない。  

第十三条  インターネット異性紹介事業者がその行うインターネッ

ト異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は

他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が

児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当

該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業

者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット

異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防

止するため必要な指示をすることができる。  

第十四条  インターネット異性紹介事業者がその行うインターネッ

ト異性紹介事業に関し第八条第二号に規定する罪（この法律に規定

する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条の罪に係る第三十五条

の罪を除く。）その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で

定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われ

た時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地

を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対

し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異

性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

２  インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当

することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の

事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性

紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ず

ることができる。  
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第十六条  公安委員会は、第七条から前条まで（第十二条第二項を

除く。）の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性

紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報

告又は資料の提出を求めることができる。  

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。  

一  第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性

紹介事業を行った者  

二  第九条の規定に違反した者  

三  第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反し

た者  
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明治大学法曹会 司法試験予備試験演習（憲法）  

弁護士 山中佑介  

令和７年３月３０日実施  

レジュメ  

第１ 出題趣旨  

本問は、インターネット異性紹介事業者に、届出義務を課すことの憲法適合性

を問う問題です。  

憲法の問題の検討の順序や考慮要素の整理に資すると考え出題しました。  

素材は最高裁平成２６年１月１６日大法廷判決です。  

  

第２ 本問の分析（答案構成）  

１ 問題の把握（規制内容（制限の内容）の把握）  

（１） 表現の自由に対する制約と考える？  

インターネット異性紹介事業における表現の内容に着目した規制 

（事業者の表現の自由の制約、投稿者の表現の自由に対する制約）  ア   

（２） （広義の）集会結社の自由に対する制約ととらえる余地  

（３） 営業の自由に対する制約としてとらえる？  

   精神的自由権に比べて憲法上の保障が弱め（or 裁判所の審査密度が低め）    

→違憲を主張するＸの立場としてあえてこの権利で構成する理由がない。違憲

を主張する立場として不適当か…  



[ここに入力]  
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※上記検討を踏まえ、参考答案では（１）の表現の自由に絡むの問題として構

成。  

２ 規制の程度の検討  

（１）本法の内容  

 ・本法１条 規制の目的＝児童の健全な育成  

       ※立法事実＝児童が児童買春等の性犯罪被害にあう 

事案が急増し社会問題になっていること  

 ・本法７条（インターネット異性紹介事業を行おうとする者に対して公安員

会への届出義務）  

 ・本法１３条（公安員会による指示）本法１４条１項、２項（事業の停止、

事業の廃止命令等）  

             ↓  

 ・本法１４条１項による刑罰（６月以下の懲役、１００万円以下の罰金）  

３ 審査基準の検討  

（１） 規制の程度  

ア 規制の程度が強い方向に考える要素  

    ・表現内容に着目した規制  

    ・自己実現の価値との連関性  

    ・刑罰によって届け出義務を担保  

      

    …ｅｔｃ  



[ここに入力]  
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イ 緩やかに考える方向に働く要素  

    ・許可制などではなく何なる届出制  

    ・届出事項の内容＝本法７条であり届出事項の内容は相当程度限定されて

いる。  

    ・届出義務を課すことによって表現行為そのものが制約されるわけではな

い。  

   …ｅｔｃ  

（２） 審査基準  

   上記要素を勘案して設定。  

   ※よど号ハイジャック記事抹消事件判決、堀越事件を念頭に  

４ あてはめ  

（１） 立法目的の分析  

  立法目的＝児童の健全な育成（本法１条）  

       より具体的には児童を犯罪被害から保護すること  

  立法目的が重要なものであることは明らか  

（２） 規制の関連性（必要性、相当性）  

ア 必要性  

  ・立法事実＝児童が児童買春などの性犯罪に遭う事案の急増。    →規制の

必要性が高い  

・本法＝事業開始時に届出事項を把握することを要求している。  



[ここに入力]  
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 上記立法目的を達成するうえで、事業開始時点に届出をることは実効性を確

保するための必要性が高い。  

   

イ 相当性  

 ・罰則により届出義務を担保しているが、そもそも届出事項が   

 相当程度限定されたもの  

   ↓すなわち  

本法７条の届出義務の内容  

  氏名名称等（１項１号）  

  事業に使用する呼称（１項２号）  

  事務所所在地（１項３号）  

  事務所の電話番号その他の連絡先等（１項４号）  

  役員の氏名、住所（１項５号）  

        ↓  

届出を要する情報はいずれも他の事業を行う上でも通常公開さ  

 れるような事項（商業登記簿等）  

        ↓   届出義務履行の負担は小さい（負担の程度の小さい届出さえす

れば不利益処分を受けない）  
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 ・本法７条による届出義務を課すこと自体により、事業者のサイト上のメッ

セージや、投稿者のメッセージが制約されるわけではない（直接的な制約では

ない）。  

        ↓  

確かに、成人同士の異性交際にかかわる情報の授受まで制約を  

 受ける要素は想定されるが、上記のとおり規制の程度自体が必ずしも強度の

ものではない。   

また、規制の必要性の高さに鑑みて、刑罰（本法１４条１項）  

による制裁があったとしても、なお規制手段としての相当性を逸脱しない。  

  

※関連判例  

●よど号ハイジャック記事抹消事件判決（）  

＜罰則規定の合憲性判断＞  

「罰則規定の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容

及び性質、具体的な制限の態様及び程度等を較量して決せられるべき」  

●堀越事件判決（最高裁平成２４年１２月７日第２小法廷判決）  

  



 

 

2025年 3月 30日 予備試験答案練習会 憲法 担当講師 弁護士山中佑介 

 

参 考 答 案 

 

１ Ｘの主張  

Ｘとしては、以下のとおり、本法が憲法２１条１項で保障されている表現の

自由を侵害し違憲であり無効であるから無罪である旨主張することが考えられ

る。  

（１） Ｘは「Ａ」と称する電子掲示板において、異性紹介事業をインター 

ネット （以下、「本件事業」という。）営んでいる。  

   本件事業は、異性交際に関する情報の伝達の要素を含み、かかる異性交際に関

する情報伝達の自由（以下、「本件自由」という。）は、憲 

法２１条の表現の自由（ないし広義の集会結社の自由）で保障される）。  

（２） 本法は、第７条で一定の事項につき届出を義務付け、かかる届出をしない

場合には、本法１３条による「指示」や、刑罰が科されうる 

（かかる規制につき、以下「本件規制」という。）。  

すなわち、本件規制に従い届出をしなければ適法に本件事業を営むことが

できない。  

したがって、本件規制は、憲法２１条１項で保障されている本件自由を制

約している。  

（３） 本法は、異性交際に係る情報という、表現の内容に着目した純然たる表現

内容規制である。表現の内容規制は自由な情報の流通そのものを遮断する

ものであって、本件自由に対する制約の程度が強い。  

また、本件自由は、他者と自由に情報を交換し、その過程で事故のパート

ナーを発見し交流をすることができるという活動にかかわるものであり、自

己実現の観点からも重要であり十分に保護されなければならない。  



 

 

しかも、本件規制は、刑罰によって届け出義務の履行を強力に担保 

している。  

   このように、本件届出制の規制の程度は極めて強度なものであるといえ、本法

の違憲性は厳格に審査されなければならず、規制の目的が必要不可欠の公共

的利益であり、手段において必要最小限度のもので 

なければならない。  

（４） 本法は、規制目的において、児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児

童の健全な育成を資することを目的としており、規制目的の不 

可欠性は認められる。  

   しかしながら、規制手段において、刑罰によって担保された届出義務を課すこ

とは、規制手段としての必要最小限度性を逸脱していることは明らかであ

る。  

   よって、規制手段が必要最小限とは到底いうことはできないため、 

本法は憲法２１条１項に違反し無効である。     

２ 反論  

（１） 本件規制は、表現の内容規制であるとはいえ、届出義務自体によって、

ウェブサイトへの書き込み等が制約されるものではない。このた 

め、純粋な表現内容規制と同様に厳格な審査をすべき理由はない。  

（２） また、表現内容規制の内実を有するとしても、届出が義務づけられる事

項は必ずしも秘匿性の高いものではない。  

（３） さらに、本件自由の内実は、出会いを求める男女のメッセージに係るも

のであり、表現の自由の保障の趣旨に鑑みれば、要保護性が比較 

的弱いといえる。  

（４） したがって、本件規制の程度は緩やかなものであり、中間的な審査基準

を採用すべきであるところ、本件届出制の目的は重要であり、手段が相当な

ものであることは明らかである。  



 

 

よって、本件届出制は憲法２１条１項に反さない。  

   Ｘは有罪である。  

３ 私見  

（１） 本件規制と表現の自由の保障  

  本件自由は、他者に自己の思想を伝達するものあり、憲法２１条１項の表現

の自由の一環として保障される。  

本件規制がこれを制約するものであることは明らかである。  

（２） 規制の態様とあるべき審査基準  

   本件規制は異性交際に関する情報という性質に着目しており、表現 

の内容に着目した規制である。  

   もっとも、検察官が主張する、本件自由の要保護性云々は、本件自由は表現の

自由の内在的な価値のうち、自己実現に関連するものであるところ、自己実

現との関係で本件自由がどの程度重要性があるかを判定することは困難であ

り、また裁判所がこれを判定すること自体不 

適当であるから採用することはできない。  

   他方で、本件規制は、届出により表現の内容自体を直ちに規制するものではな

い。  

   また、本件届出をしない場合は刑罰が科されるおそれがあるが、こ 

れも、届出をしない場合の事後的なものに過ぎない。  

  このような諸点を考慮すれば、違憲審査の基準は厳格な審査基準によるべき

ではなく、必要性の基準（中間審査基準）によって判断すべきである。すな

わち、規制の目的が重要なものであって、規制手段が規制目的と実質的関連

性を有すものであれば、憲法２１条１項に違反 

しない。  

（３） あてはめ  

ア 規制目的  

   本件届出制の規制目的は、「児童買春その他の犯罪から児童を保護」 



 

 

しもって「児童の健全な育成」を図ることにある。  

   性犯罪は、被害者に肉体的な被害を与えるだけでなく、（PTSD）等 

の精神的に回復困難な被害を与えうるものである。  

 特に、心身未発達な児童が性犯罪にさらされることは、児童に、回復困難な

深刻な被害をあたることは明らかであって、規制の目的の重要性は優に認め

られる。  

イ 規制手段の相当性  

（ア） 本件届出制で届出を義務付けられる事項は、代表者の氏名や、事業

を示すものとして使用する呼称や事務所の所在地、電話番号など

（本法第７条参照）必ずしも、秘匿性が強いものではない。また、

かかる届出をするために、届出をする者に何らの経済的な出捐を伴

うものではなく、届出義務の履行は比較的容易であり、届出によっ

て生じる不利益の程度は相当小さい。  

（イ） また、問題のある事業者に対する指示を行う上で本法７条の程度 

の情報は最低限把握することが必要なものに限られている。  

（ウ） また、本件届出義務を履行しない場合、刑罰による 制裁（本法３

２条）の可能性があるとはいえ、上記のとおり比較的容易に届出義

務の履践をすることができる。  

さらに言えば、本件規制の目的は、前述のとおり児童を性犯罪から保護

するという極めて重要な目的に基づくものであるが、性犯罪による被害は

１度被害にあってしまった場合、精神的肉体的な打撃は実際のところ回復

することができないものである。  

したがって、本法の程度の刑罰を科すことは、規制目的や、保護しよう

とする利益の内容に照らして均衡がとれていることは明らかである。  

（エ） これら諸点を考慮すれば、本法の規制手段はなお目的を達成する 

うえで必要最小限度性を逸脱していないというべきである。  



 

 

（４） 結論   

よって、本件規制は憲法２１条１項に違反しない。  

    Ｘの主張は認められない。  

以 上  

  



 

 
  



 

 
 



2025.3.30 実施 予備試験答案練習会 憲法 

 

最優秀答案 

回答者 K・Y さん 

 

第１ X の主張について 

１ 本法 32 条１号、7条 1 項は Xの本件サイトの運営行為を阻むものであり、憲法（以

下略）21 条 1 項の表現の自由として保障されるサイトを運営・管理する自由が制約されて

いるため、21 条 1 項に反して違憲である。 

（１）インターネットを運営・管理し、提供することは、どのようなサイトを取り扱うか

など提供者の色が出るものであり、表現行為といえる。したがって、サイトの運営・管理

も表現の自由として 21 条１項により保障される。 

（２）本法 32条 1 号及び 7 条 1 項は届出を行わなかった者に対して懲役又は罰金に処す

るものであるから、制約が認められる。 

（３）表現の自由は、自己実現の価値を有するものであり、サイトを提供することによっ

て自己の人格を発展させることができる。また、表現の自由は、規制によって萎縮効果が

働きやすいものである。これらのことから表現の自由は重要な権利である。また、本法は

インターネット異性紹介事業を行う者全てに届出を求めており、インターネット異性紹介

事業に着目した規制で表現内容規制である。これらのことから①目的が必要不可欠であり

②手段が目的を達成するために必要最小限度のものでない場合は違憲とする。 

ア 本法は児童買春その他の犯罪から自動を保護し、もって児童の健全な育成に資するこ

とを目的としている（本法 1 条）。これは児童売春や犯罪被害にある事案が急増したことが

社会問題となっていたからである。しかし、これらの社会問題が引き起こされるのはイン

ターネット異性紹介事業が原因ではなくインターネット異性紹介事業を利用している者た

ちに原因がある。したがって、インターネット異性紹介事業者が社会的問題の原因ではな

いため、目的が必要不可欠のものとはいえない（①不充足）。 

イ 仮に目的が必要不可欠である場合でも、本法 32条は罰則を設けているが、届出を怠

っている者にまずは勧告などすることによっても届出を促すことができることから手段が

目的を達成するために必要最小限度のものとはいえない（②不充足）。 

２ したがって、本法 32 条 1 号、7 条 1 項は表現の自由を侵害しており、21条 1 項に反

して違憲である。 

第２ 反論及び私見について 

１（１）サイトを運営・管理する行為については、自己統括の価値を有するものではない

ため、表現の自由として 21 条 1 項により保障されないという反論が考えられる。 

（２）しかし、サイトによっては民主政に資するものを内容とするものもあり、自己統括



の価値を有するものもある。そして、サイトの運営・管理は国民の知る権利に奉仕するも

のである。サイトの運営・管理の事案ではないが、検索結果の提供が現代の情報化社会に

おいて大きな役割を果たしているとして表現の自由として保障される旨判示した判例があ

る。これらのことからサイトの運営・管理も表現の自由として保障される。 

２（１）届出をすれば罰則が課されるわけではなく、サイトを運営・管理することができ

るのであるから、規制の態様は強度なものではないため、審査基準は緩やかであるべきだ

という反論が考えられる。 

（２）サイトの運営・管理についても自己の個性を発揮する面もあり、自己の人格形成に

寄与するものであることから重要な権利といえる。もっともインターネット異性紹介事業

に着目して規制を設けてはいるが、届出によりインターネット異性紹介事業に関してのサ

イトの運営・管理を行えることから制約は強度なものではない。また、事前規制ではなく

事後規制であることも制約は強度なものではないといえる。このことから審査基準をやや

緩和して①目的が重要であり②目的と手段との間に実質的関連性が認められる場合には合

憲とする。 

ア 児童売春や犯罪は未然に防ぐ必要があるものでこのようなものから児童を保護し健全

な育成を図ることは重要である。出会い系サイトの利用により社会的問題が生じている以

上出会い系サイトに原因はあることから、出会い系サイトに対しての対策は必要である。

これらのことから目的は重要である（①充足）。 

イ 前述したように児童売春や犯罪は起こってからでは遅く、未然に防がなければならな

いものである。そうすると、勧告などの方法で制裁に時間的余裕が生じるとその間に児童

売春や犯罪が起こってしまう可能性がある。したがって、直ちに罰則を設け、インターネ

ット異性紹介事業が適切に運営等なされるようにしなければ児童売春や犯罪を未然に防ぐ

ことはできない。これらのことから目的と手段との間に実質的関連性が認められる（②充

足）。 

３ 以上から本法 32条 1 号、7条 1 項は 21条 1 項に反していなく合憲である。 

以上 


